
に対し行った支援の内容等を定期的に検証し、必要に応じて自立支援計画を見直し

ているか。また、その際子ども及び保護者の意向が十分に尊重されているか。

イ 子ども自身の意に反して行動を制限する等の指導（外出を制限する等）を行わな

ければならないとき、その適否を合議により判断し、指導の内容・方法・結果を記

録にしているか。

ウ 家庭環境の調整、退所後の子どものアフターケアが適切に実施されているか。

「子どもの指導・援助の際に、必要に応じ児童相談所等関係機関との連携が適切に（７）

行われているか」について

ア 子どもの指導・援助にあたって、自立支援計画の見直し等の際に児童相談所との

連絡・調整が適切に行われているか。

イ 子どもの指導・援助にあたって、学校、幼稚園、医療機関、子どもを守る地域ネ

ットワーク（要保護児童対策地域協議会）等との連携が適切に行われているか。
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